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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

持続的な成長のためには、経営の効率化を図るとともに、健全で透明な経営体制を構築する必要があると考えており、コーポレート・ガバナンスの
充実は当社における重要な経営課題と位置付けております。

法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、当社内の各部門が諸規程に準拠して業務を遂行することによって、リスク対策を実施し
ております。あわせて経営環境の変化に対応した迅速な経営の意思決定及び経営の健全性向上を図ることによって、株主価値を高めることを経
営上の最も重要な課題の一つとして認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④】（議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳）

当社では議決権電子行使プラットフォームを利用しています。招集通知の英訳等については決算資料の英訳開示を実施していることや、海外投
資家比率が10％未満であることを勘案し現在未対応となっています。

【原則２－４①】（多様性の確保について）

当社の人員構成は、多種多様な職歴を持つ中途採用者（概ね30歳以上）が７割以上を占めており、また、性別や国籍に関係なく、能力や実績を重
視する人物本位の人材採用及び役職への登用を実施しております。現時点では、事業構成の転換期であり、採用活動による社員構成の変革期
であることから当該多様性に関する属性別の目標数値の設定は行っていませんが、今後人材戦略の整備を図る過程で必要に応じて検討をしてま
いります。

【補充原則３－１③】（サステナビリティについての取り組み等）

当社として気候変動リスクは事業継続におけるリスクの一つとして認識しており、リスク管理の一つとして取り上げています。

また、現在は自社HP等でのTCFDに基づく開示を行っておりませんが、TCFD提言に基づく情報開示が統合されているCDP（気候変動）質問書に回
答し情報開示を進めております。また、同質問書のスコアリングは環境リスクやその影響に対するアクションを取っていることを示すBのスコアを取
得しております。今後、引き続き自社開示へと展開していく予定です。

上記情報開示に加え、当社の環境負荷低減に向けたコンサルティングに取り組むことで持続可能な社会へ貢献してまいります。

また、人的資本や知的財産への投資等について自社HPでの開示を行っておりませんが、コンサルティングサービス提供において人材への投資は
重要課題と認識しております。現在、フルリモート、在宅勤務とのハイブリット勤務制度の整備、フルフレックス勤務制度の導入による自律的な働き
方の推進や、オンライン研修プログラムの導入や資格取得支援といった教育支援の取り組みを実施しております。

こうした取組のフィードバックのため、全従業員を対象とした働く環境の整備状況や安心して働ける環境であるか等を測定するための外部調査（Gr
eat Place to Workによる調査）を継続して受けており、３年連続で「働きがい認定企業」として認定を受けています。

労務状況についても、代表取締役を中心に、労働時間や休暇取得状況の確認等を毎月の役員会議にて実施しています。

こうした人的資本や知的財産への投資等についても、今後開示を進めていく予定です。

【補充原則４－２②】（サステナビリティを巡る取組についての基本的な方針の策定）

当社は、中長期的な企業価値の向上のためサステナビリティを巡る課題への対応は経営の重要課題と認識しております。今後、サステナビリティ
を巡る課題への対応に関して体制整備をおこない基本方針の策定を検討してまいります。また、その進捗状況は、取締役会で定期的にフォローし
て、現状の確認を行いながら進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】（政策保有株式についての保有方針及び議決権行使基準）

現在、当社は上場株式を保有しておりませんが、政策保有株式を保有する場合は、投資先企業の取引関係の維持・強化による当社の持続的な
成長と中長期的な企業価値向上につながるか否か等を検討し、総合的に判断します。また、当該方針に基づき継続保有すべきか否かについて検
討します。

【原則１－７】（関連当事者間の取引をする場合の手続き及び監視体制）

当社は、取締役や取締役の近親者が実質的に支配する主要株主等との利益相反取引などについて、事前に取締役会において決議を得るととも
に、事後に当該取引に関する報告を行っております。

【原則２－６】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は、確定拠出年金制度を導入しており、入社時従業員に対し案内を実施しております。

【原則３－１】（情報開示の充実）

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略・経営企画

当社は、人や企業が世の中に生み出す「価値」とそれに対して得られる「対価」の２つが等しい社会を実現することを経営ビジョンとし、有価証券報
告書やコーポレート・ガバナンスに関する報告書、コーポレートサイト等に掲載しております。



（ⅱ）コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は本報告書「I．1．基本的な考え方」に記載しております。

当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、経営の効率性・透明性を向上させることをコーポレート・
ガバナンスの基本方針としています。

（ⅲ）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定の方針と手続き

１．基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の向上に対するモチベーションを
高めることを主眼に、他社水準、当社業績、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の報酬額は、2024年1月23日開催の第16回定時株主総会決議に基づき、年額 120百万円以内の範囲内で決定しております。

２.報酬の種類及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。)

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、「固定報酬」としております。「固定報酬」は、役位、職責に応じて他社水準、当
社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、年額を12等分し、毎月支払っております。

なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等については採用しておりません。

３.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締
役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬の額としております。代表取締役は、当社の業績等を踏まえ、各取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の職責等に鑑み各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬を決定するものとしております 。取締役会は、代表取締役へ

の委任にあたって当該権限が適切に行使されるよう、慎重に審議を行っております。

（ⅳ）取締役候補者の選解任・指名についての方針と手続き

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選解任については、「定款」に基づき、株主総会に議案を提出しています。なお、取締役（監査等委員
である取締役を除く。）の候補者選定および解任にあたっては、企業価値の向上に寄与する資質・能力、各専門分野に関する深い知見を備えてい
ることなどを基準としています。

監査等委員である取締役候補者は、監査等委員会の同意の下、候補者を選定し、株主総会の選任議案として提出しています。監査等委員である
取締役の選定にあたっては、独立性や公正不偏の態度を備えていることなどを基準とし、その他必要な能力、経験、知見等を検討しています。

（ⅴ）取締役候補者の選解任・指名についての説明

取締役の選解任理由につきましては、株主総会招集通知にて、ご報告いたします。

【補充原則４－１①】（取締役会が業務執行を委ねるにあたって、範囲を明確に定めること）

取締役会は、法令、定款および取締役会規程で定める事項を決定しております。

また、職務権限規程や稟議規程、職務権限表などにより取締役会での決議事項が定められており、その内容に基づいた決議が実施されていま
す。

【原則４－９】（独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準）

当社では、独立社外取締役が監視・監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、本報告書等で開示しております。

また、当社では、独立性観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討が可能な人物
を独立社外取締役候補者として選定しております。

独立社外取締役は選任後の取締役会において、経営方針や経営改善等の見地から中長期的な企業価値の向上を図るべく、積極的な提言をして
おります。

【原則４－10①】（指名委員会・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等）

当社の取締役会は、取締役総数の過半数を独立社外取締役が占めており、指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。

【補充原則４－11①】（取締役選任に関する方針・手続き）

当社の取締役会において、取締役は6名以内とし、当業界への深い知見を持つ取締役を選任することで、知識・経験・能力についてもバランスがと
れ、かつ、多様性のある構成とするとなっており、活発な議論により迅速な意思決定を促進し、取締役会の機能を効果的・効率的に発揮しておりま
す。

【補充原則４－11②】（取締役が他の上場会社の役員をしている場合の兼任状況）

取締役の他の上場会社の役員との兼任状況につきましては、当社ウェブサイトに掲載の「定時株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」に
よって開示しております。

当社の役員としての役割・責務を適切に果たすために必須となる時間・労力を確保する観点から、合理的な範囲にとどめております。

【補充原則４－11③】（取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果）

当社は、毎年、取締役会の機能向上（議論の活性化、取締役会付議事項の見直し等）を図るほか、取締役会の役割や改善点等について、社外取
締役と取締役会にて適宜意見交換を実施していることに加え、株主や機関投資家との建設的な対話等を通してステークホルダーの信認獲得に努
めるなど、本原則を踏まえた実質的な対応を行っております。こうした対応へ加え、今期は取締役会全体の実効性に係る内容について、全取締役
へアンケートを実施しております。評価にあたっては、①取締役会の規模・構成、②取締役会の運営、③取締役会の役割・機能、④監査機関との
連携、⑤社外役員との関係、⑥株主・投資家との関係について、改善や要望案を聴取いたしました。アンケート結果から、取締役会の実効性は概
ね確保できていると認識されており、今後株主・投資家コミュニケーションについて検討する等の課題が確認されました。引き続き、定期的な実施
を通して取締役会の実効性を確認してまいります。

【補充原則４－14②】（取締役に対するトレーニングの方針）

取締役に対しては、円滑かつ適切な職務執行に資するため、経営陣幹部より、会社の事業・財務・組織に関する説明や、業界動向の情報提供な
どを行っております。また、社外取締役に対して、当社の全社研修、イベントへの参加等を通じて、当社の事業などの知識を習得できる機会を提供
することを基本方針としています。

また、基本方針に基づくトレーニングのほかに、取締役・執行役員は、それぞれ外部セミナー・研修へ参加することにより、必要な知識の習得や自
己研鑽に努めています。



【原則５－１】（株主との建設的な対話を促進するための体制整備等の方針）

当社は、代表取締役とＩＲを所管する管理本部長との協議により対話活動を進めています。アナリスト・機関投資家向けにフェア・ディスクロー
ジャー・ルールを踏まえたうえで、決算説明会や個別ミーティングを適宜実施しています。窓口はＩＲ担当として、社内関係部署との連携を行うこと
で株主との対話を補助しています。こうしたIR活動の内容については四半期に一度、取締役会にて報告を実施しており、質問が多かった事項の共
有等が行われています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 検討状況の開示

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

当社は、資本コスト、資本収益性及び市場評価についての方針や目標等を開示しておりませんが、重要な経営課題であると認識しております。

今後、企業価値向上に繋がる具体的な取組みや計画・目標について社内での検討を進め、具体的に決まり次第、随時開示いたします。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社SHINKインベストメント 4,800,000 43.93

株式会社カプセルコーポレーション 720,000 6.59

佐谷　進 630,900 5.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 525,500 4.81

山本 卓司 355,600 3.25

久富　哲也 202,500 1.85

西村 裕二 172,000 1.57

ＳＢＩ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｔｗｏ株式会社 165,000 1.51

楽天証券株式会社共有口 127,800 1.17

株式会社スペース紙化 124,500 1.14

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 10 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 6 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

押味　由佳子 弁護士

柳沢　和正 他の会社の出身者 △

若杉　忠弘 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

押味　由佳子 ○ ○ ―――

弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有
するほか、複数の事業会社における監査役とし
ての経験と知見を有しており、当社監査体制の
一層の強化を図るための有用な助言や提言が
期待できる人物であると考えたためでありま
す。

また、東京証券取引所の定める独立役員要件
を満たしており、一般株主と利益相反の生じる
恐れはないと判断し、当社独立役員として指定
しております。

柳沢　和正 ○ ○

柳沢和正氏は合同会社ロゴス・パート
ナーズの代表社員であります。当社は同
氏が業務執行者である同社へ経営コンサ
ルティングサービスを委託しておりました
が、同社との取引額は当社の取引規模か
らしても僅少でありました。

以上により、一般株主との間に利益相反
が生じるおそれはないと考えております。

経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広
い知見を有しており、今後当社が成長していく
にあたり、経営の重要事項の決定及び業務執
行の監督等に十分な役割を果たしていくことが
期待できるものと考えたためであります。

また、東京証券取引所の定める独立役員要件
を満たしており、一般株主と利益相反の生じる
恐れはないと判断し、当社独立役員として指定
しております。

若杉　忠弘 ○ ○ ―――

コンサルティングビジネス及び教育に関する知
見を有しており、今後当社が成長していくにあ
たり、重要事項の決定及び業務執行の監督等
に十分な役割を果たしていくことを期待できるも
のと考えたためであります。

また、東京証券取引所の定める独立役員要件
を満たしており、一般株主と利益相反の生じる
恐れはないと判断し、当社独立役員として指定
しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務の補助者は、当該補助業務に関しては取締役から独立性を有するものとし、人事評価や異動、処分を行う際には、必要に応
じて監査等委員会の同意を要するものとします。

監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務に関して取締役その他従業員からは指示を受けないものとし、
監査等委員会からの指示のみに服するものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人、内部監査担当者は、効果的かつ効率的な監査のため、定期的にコミュニケーションを図っております。

具体的には、内部監査担当者は監査等委員会に対して、監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、報告を行う
仕組みとしております。また、監査等委員会と会計監査人との会議には内部監査担当者も同席し、相互間で情報・意見交換を行い、連携を図って
おります。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

取締役へのインセンティブの付与は現時点では特段行っておりませんが、報酬総額は業績を考慮して決定しております。

ストックオプションの付与対象者 従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、ストックオプションとして新
株予約権を発行しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬額の総額が１億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の向上に対するモチベーションを
高めることを主眼に、他社水準、当社業績、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の報酬額は、2024年1月23日開催の第16回定時株主総会決議に基づき、年額 120百万円以内の範囲内で決定しております。



２.報酬の種類及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。)

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、「固定報酬」としております。「固定報酬」は、役位、職責、に応じて他社水準、当
社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、年額を12等分し、毎月支払っております。

なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等については採用しておりません。

３.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締
役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬の額としております。代表取締役は、当社の業績等を踏まえ、各取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の職責等に鑑み各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬を決定するものとしております 。取締役会は、代表取締役へ

の委任にあたって当該権限が適切に行使されるよう、慎重に審議を行っております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役へのサポートは管理本部が行っております。

十分な検討時間を設けることにより取締役会にて活発な議論が行われるよう、取締役会に付議される議案については、事前に送付しております。
加えて、必要に応じて議案内容を説明しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

１．取締役会

当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役３名）で構成されております。取締役会は必要な場合に迅速な意思決定ができるよう、月１回開催
する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では経営に関する重要事項についての意思決定を行うほ
か、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。

２．監査等委員会

当社の監査等委員会は、非常勤監査等委員３名で構成されており、３名全員が社外取締役であります。監査等委員である取締役は取締役会その
他重要な会議に出席し、適宜発言しております。監査等委員会は、毎期監査計画を立案し、監査計画に基づく監査を行うとともに、毎月１回監査
等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。

また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に意見交換を行うことにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

３．内部監査

当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役より任命された内部監査担当者３名
が内部監査を実施しております。内部監査担当者は自己監査とならないよう自己が所属する部署以外の監査を行っております。

４．会計監査人

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

現状の体制は、過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、
監査・監督機能の強化が図られると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の招集通知については、早期発送に向けて努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、決算期が10月であるため、集中日と異なる日に定時株主総会を開催できると考
えております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる電磁的方法による議決権の行使を可能と実施しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しており
ます。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社のホームページ内にIRサイトを設置し、開示期間、沈黙期間について公表
しております。情報を速やかに発信できる体制を構築し、積極的な開示を実施
してまいります。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
現在は個人投資家向けの説明会を実施しておりませんが、アナリスト・機関投
資家向けオンライン決算説明会のアーカイブ動画及びスクリプト（質疑応答を
含む）をHPホームページに掲載し、情報共有を実施しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期決算及び年度決算の年２回、代表取締役によるアナリスト・機関投
資家向けのオンライン決算説明会を開催しております。アーカイブ動画及びス
クリプト（質疑応答を含む）については、HPに掲載しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社のホームページ内にIRサイトを設置し、決算短信、適時開示資料、決算説
明会資料、有価証券報告書並びに四半期報告書、株主総会の招集通知等の
各種IR資料を掲載しております。なお、英文ホームページでは、決算短信、適
時開示資料、決算説明会資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当責任者の執行役員のもと、管理本部に担当者を設置し、対応しておりま
す。

その他 アナリスト、機関投資家との個別IR面談を随時実施しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンスを法令順守のみならず、社会規範や企業倫理を守り、人として会社として
正しい行動を取ることを意味するものと定義し、役職員が取るべき行動基準を「コンプライ
アンス規程」に定めることで明確にし、ステークホルダーの立場の尊重に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
2022年よりTCFD提言に基づく情報開示が統合されているCDP（気候変動）質問書に回答し
情報開示を進めております。今後、引き続き自社開示へと展開していく予定です。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、経営方針、事業活動、財
務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供し、適正に評価いただく
ことを目的に整備を進めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハ並びに同条第2項の規定並びに会社施行規則第110条の4に基づき、取締役会決議により、以
下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。

当社の業務の適正性を確保するための体制（内部統制システム）として次のとおり基本方針を定め、これを整備し運用してまいります。

１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は、役員及び従業員が法令及び定款を遵守して業務を行うために必要となる各種社内規程を整備するとともに、周知のために社内研修
を実施し、社内規程に則した業務遂行の徹底に努めてまいります。

（２）当社は、事業の発展の前提としてコンプライアンスが最優先事項であると位置づけ、その基本原則を定めた「コンプライアンス規程」を制定し、
これを全社的に実践することで、全ての役員及び従業員に対して法令遵守を義務付けます。

（３）当社の役員又は従業員が当社内において法令又は定款、その他社内規程に反する行為を発見した場合には、管理本部長又は顧問法律事
務所に通報するものとし、早期に把握と対応が可能な体制を構築しております。なお、通報者の匿名性の確保、その他当該通報を行うことによっ
て通報者に不利益が及ばないよう保護される制度としております。

（４）代表取締役によって指名された内部監査担当者は、当社の各部門を監査して法令及び定款の遵守について確認を行い、内部監査の結果を
代表取締役及び監査等委員会に報告いたします。

（５）当社は、財務報告の適正性を確保するために、経理及び決算業務に関する規程の制定のほか、財務報告の適正性に係る内部統制を整備
し、運用を行います。また、毎期これらの状況を評価し、不備の有無を確認し必要な改善を図ってまいります。

（６）当社は、反社会的勢力との関係は一切持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度でこれに抵抗いたします。全ての役員及び従業員は、



当社の定める反社会的勢力対応規程や細則に基づき反社会的勢力の排除に向けて行動いたします。

２．当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

（１）当社の取締役会議事録、取締役が職務の執行において意思決定を行った稟議書等の記録文書（電磁的記録を含む）、その他重要な情報の
保存は、法令及び「文書管理規程」に基づき適正に保存いたします。

（２）当社の取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるようにいたします。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社の事業を取り巻く損失の危険（リスク）の把握と対応のために「リスク管理規程」を整備し、顕在化したリスクあるいは潜在的なリスクに対し
て対応を検討します。

（２）当社の各部門においては日常的に自部門に係るリスクの把握に努め、当該リスク情報は毎週開催する役員会議での報告を通じて社内で共
有を図り、必要な対応を講じます。重要なリスクについては取締役会において対策を協議し、適時、実効性のある対策及び再発防止策を実行いた
します。

４．当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社は、毎月取締役会を開催し、また必要な場合には臨時取締役会を開催し、事業運営上の重要な事案について迅速に意思決定を行いま
す。

（２）当社は、業務意思決定に関する権限を「職務権限規程」に基づいて各職位に適切に付与し、効率的な業務執行を行います。

５．当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）「関係会社管理規程」を制定し、関係会社管理を所管する部署と関係部署とが協力して当社子会社の管理を行います。

（２）重要なグループ会社に対しては、当社より役員を派遣し、経営指導及び監督を行います。

６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

（１）監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たれるよ
う配置いたします。

７．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

（１）監査等委員会の職務の補助者は、当該補助業務に関しては取締役から独立性を有するものとし、人事評価や異動、処分を行う際には、必要
に応じて監査等委員会の同意を要するものとします。

（２）監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務に関して取締役その他従業員からは指示を受けないものと
し、監査等委員会からの指示のみに服するものとします。

８．当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制

（１）当社の取締役及び従業員は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。また、取締役が会
社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、又は法令や定款に違反する重大な事実を発見した場合、速やかに監査等委員会へ報告することとし
ております。

（２）これらの報告をした者に対し、監査等委員会への報告を理由として不利益な処遇をすることは一切行いません。

９．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査等委員会には、法令に従い社外取締役を含み、公正かつ透明性を担保いたします。

（２）当社各部門の業務状況について日常的な部門監査を通じて確認するほか、内部監査担当者からの報告受領、また、監査法人から会計監査
についての報告を受け必要な意見交換を適宜行い、監査の実効性を確保します。

（３）監査等委員が職務の執行のために必要となる費用又は債務を、前払い又は精算等により当社に請求した際には、当該請求が職務の執行に
必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれを処理するものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力との関係は一切持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で対応することを方針としております。全ての役員及び従業
員は、当社の定める反社会的勢力対応規程や細則に基づき反社会的勢力の排除に向けて行動いたします。

社内体制としては、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は管理本部とし、実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応細則」を整備
しております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。

取引先等に対して行っている反社会的勢力チェックの方法は次のとおりです。

１．新規取引先

信用調査会社の保有する反社会的勢力に特化した公知情報からなるデータベースを利用して調査することを基本とし、当該新規取引先、その代
表者を対象としております。

２．既存取引先

再度取引が発生した際に信用調査会社の保有するデータベースを利用して取引先の再調査をしております。

３．株主

第三者割当の場合には、割当先について事前に信用調査会社の保有するデータベースを利用して調査しております。

４．役員

従業員を取締役候補者とする場合、社外から招聘する場合には、信用調査会社の保有するデータベースを利用して調査しております。

５．従業員

従業員の採用に際して新卒・中途採用いずれの場合も、信用調査会社の保有するデータベースを利用して調査しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし



該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



株主総会

取締役会

取締役（監査等委員である取締役を除く）
監査等委員会

（監査等委員である取締役）
会計監査人

業務部門

代表取締役

監査・監督

選任・解任 選任・解任 選任・解任

連携

会計監査連携

内部監査担当者報告監督・統制

報告選定・解職・監督

報告指示

報告指示

補佐指示

連携
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